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同上

盛土許可に関する監督処分

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工
事については、工事主は、当該工事に着手する前に、市長の許可を得なければなりません。この許可に違反す
るなどした場合には、市長は許可を取り消したり、工事の停止等を命じることができます。

宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第１項から第４項

（監督処分）
第二十条 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受
けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
２ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事に
ついては、当該工事主又は当該工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管理者（第四項から
第六項までにおいて「工事主等」という。）に対して、当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を
付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置（以下この条において「災害防止
措置」という。）をとることを命ずることができる。
一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けな
いで施行する工事
二 第十二条第三項（第十六条第三項において準用する場合を含む。）の規定により許可に付した条件に違反
する工事
三　第十三条第一項の規定に適合していない工事
四　第十八条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで施行する工事
３ 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の次に掲げる土地については、当該土地の所有者、管理者若
しくは占有者又は当該工事主（第五項第一号及び第二号並びに第六項において「土地所有者等」という。）に
対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限を付けて、災害防止措置をとること
を命ずることができる。
一 第十二条第一項又は第十六条第一項の規定に違反して第十二条第一項又は第十六条第一項の許可を受けな
いで宅地造成等に関する工事が施行された土地
二 第十七条第一項の規定に違反して同項の検査を申請せず、又は同項の検査の結果工事が第十三条第一項の
規定に適合していないと認められた土地
三 第十七条第四項の規定に違反して同項の確認を申請せず、又は同項の確認の結果堆積されていた全ての土
石が除却されていないと認められた土地
四 第十八条第一項の規定に違反して同項の検査を申請しないで宅地造成又は特定盛土等に関する工事が施行
された土地
４ 都道府県知事は、第二項の規定により工事の施行の停止を命じようとする場合において、緊急の必要によ
り弁明の機会の付与を行うことができないときは、同項に規定する工事に該当することが明らかな場合に限
り、弁明の機会の付与を行わないで、工事主等に対して、当該工事の施行の停止を命ずることができる。この
場合において、当該工事主等が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に
係る作業の停止を命ずることができる。
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